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議案第５８号  平成２８年度四日市市一般会計予算   から 

議案第１０６号 市道路線の認定について        まで 

        並びに 

報告第１３号  市長専決処分事項の報告について    及び 

報告第１４号  議決事件に該当しない契約について 

 

 

ただいま上程されました各議案等のご説明を申し上げます前に、今後の本市

のまちづくりについて、私の所信を述べさせていただき、続いて議案等につい

てのご説明を申し上げます。 

 

 内閣府の月例経済報告によると、我が国経済の基調判断は、「景気は、このと

ころ一部に弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。先行きについ

ては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩

やかな回復に向かうことが期待される。」とされる一方、「中国経済をはじめと

した海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクや金融資本市場

の変動に留意する必要がある」とされるなど、依然として不透明な状況にあり

ます。 

昨年１０月に安倍総理は、「アベノミクスは第２ステージに移る」と宣言し、

「一億総活躍社会」の実現を目的とする、「新三本の矢」と称する政策を発表し

ました。こうした国の動きとも連動しながら、地方自治体は、自ら、主体的に

創意工夫を凝らし、人口減少・少子高齢化という時代の大きなトレンドに的確

に対応した政策や施策を実行していかねばなりません。時代や社会の「変化」

を本市の「進化」へとつなげていくためにも、本年を「四日市の地方創生元年」

と位置づけ、総合計画に掲げる都市像「みんなが誇りを持てるまち 四日市」

を目指して、新たなまちづくりにチャレンジするスタートの年にしたいと決意

しております。 
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現在、策定を進めている四日市版の地方創生総合戦略（「四日市市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」）は、本市が、人口減少・少子高齢化という大きな課題を

乗り越えて、交流人口や定住人口を維持・拡大しながら、未来に向けて持続的

に発展を続けていくための、いわば政策的な処方箋とも言えます。 

戦略では、４つの基本目標を定め、各目標に基づく重点的政策及び具体的施

策を位置づけたうえで、取り組みを進めてまいります。  

 

まず、１つ目の基本目標は、「産業都市として日本のものづくりをリードし、

さらなる発展を築く」です。  

本市は、全国有数の産業都市として発展してきましたが、特にものづくり産

業においては、石油化学や半導体をはじめ、自動車・電機・機械・食品など、

多様な企業が集積しているという強みがあります。また、ものづくりを支える

高い技術により、世界で評価される中小企業も存在します。  

さらには、公害を乗り越えてくる過程で、産業の発展と環境改善を両立させ

るまちづくりを進めてきた経験や知識を有しています。 

こうした優位性を発揮できるよう、さらなる取り組みを進め、雇用と住居を

ともに供給できる都市として、企業誘致も含め、引き続き産業の振興と地域経

済の活性化を図ってまいります。併せて、企業ニーズに適応できる人材育成に

も取り組むことで人口の流出を防ぐとともに、定住人口の増加を図っていきた

いと考えています。  

具体的には、将来予測されるものづくりの理系人材不足に対し、工業高校に

おける専攻科の設置促進や、地元出身の大学生等を大都市圏からＵターンさせ

る方策などを検討してまいります。 

また、四日市萬古焼・かぶせ茶・大矢知手延素麺・地酒など、多彩な地場産

品を市内外に広くＰＲするなど、地場産業の活性化も重要な課題だと認識して

おり、取り組みを強化していく考えです。 

さらに、農畜産物については、地産地消を進めるとともに、６次産業化やブ
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ランド化による高付加価値化を促進し、新たな販路を開拓することによって、

採算のとれる農業の構築を目指してまいります。 

 

２つ目の基本目標は、「子育て環境を整備し、地域の多様な能力を生かす」で

す。  

妊娠・出産・子育ての負担軽減や相談体制の充実を図るなど、安心して子ど

もを産み、育てられる環境を整備し、少子化に歯止めをかける取り組みを進め

ます。 

昨年９月には、義務教育期間中の子ども医療費の無料化を実現したところで

すが、さらに、子育て世代の負担軽減のための取り組みとして、幼稚園・保育

園における保育料について、第３子以降の無償化の対象を広げるとともに、父

親がより積極的に子育てに参画できる社会を実現するため、これまで大きな成

果をあげている父親の子育てマイスター養成講座を引き続き実施してまいりま

す。 

また、子育て世代への支援策として、就労形態に応じた特別保育サービスの

拡充を実施するとともに、利用希望者の多い０～２歳の低年齢児を受け入れら

れるよう、新たに６施設を地域型保育として認可し、低年齢児の保育定員枠の

拡充を図ることなどにより、待機児童の解消につなげたいと考えております。 

併せて、良好な環境にある住宅地の再活用などによって、移住・住み替え支

援も行ってまいります。  

さらに、社会全体で子育てを支える意識づくりにも取り組むことで、地域の

多様な能力を生かし、出産や子育てに前向きになれる地域社会づくりを進めま

す。  

 

３つ目は、「地域で支えあい、安心して住み続けられるまちをつくる」です。  

働く世代が本市に定着するためには、高齢者になり介護を必要とするように

なっても、住んでいる地域で適切なサービスを受けることができ、天寿を全う
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できるという安心感が必要です。  

そこで、地域に根差した健康づくりや高度な医療サービス、さらには手厚い

相談体制や福祉サービスなど、地域で多様な医療・福祉サービスを組み合わせ

て提供することで、安心して住み続けられる体制をつくります。  

そのため、平成２９年度より開始する介護予防・日常生活支援総合事業も活

用しながら、地域包括ケアシステムの基本方針に基づく様々な活動が安定的に

実施されるよう取り組んでいきたいと考えております。 

平成２８年度は、総合事業の実施に向け、利用者・事業者など関係者の方々

の意見を踏まえながらサービスの内容・基準などの調整及び検討を行い、平成

２９年４月の実施に向けて、必要な条例等の制定やサービスの提供体制の整備

などを行ってまいります。 

 

最後に、４つ目は、「四日市市の魅力を磨き、交流人口を増やす」です。  

これまで述べました産業の活性化や少子高齢化への対応によって、住みやす

さのレベルを高めつつ、同時に、多彩な本市の地域資源を磨きあげ、本市独自

の新たな魅力を創造し、併せて、その住みやすさや魅力を効果的に市内外へ発

信することで、「ひと・もの・情報」の更なる集積を進め、交流人口の増加ひい

ては定住人口の増加を図ってまいります。  

以上の４つの基本目標が本市の地方創生の柱となりますが、本市が将来にわ

たって、持続的に発展していくためには、まちの活力の源となる人口を増やす

ための、これまでにはない新たな戦略が必要となってきます。その意味から、

市外から人や企業を呼び込む戦略として、４つ目の基本目標、即ち、本市独自

の魅力の開発（創造）と情報発信、言い換えればシティプロモーションについ

て、補足して私の所信を述べさせていただきます。 

 

まず、本市の魅力についてですが、本市は、豊かな自然や「定期市」「東海道

の宿場町」といった歴史的な魅力に恵まれています。また、四日市萬古焼・か
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ぶせ茶・大矢知手延素麺・地酒など、地場産品も豊富です。最近では、有名に

なったコンビナートの工場夜景やＢ１グランプリで入賞した四日市トンテキな

ども新たな魅力となっています。 

さらには、四日市公害と環境未来館・博物館・プラネタリウムが入る、総称

「そらんぽ四日市」も、本市の新たな魅力、地域資源となりつつあります。環

境未来館については、公害の歴史と教訓を後世に伝えるとともに、官民一体と

なった環境改善によって、きれいな空気や青空を取り戻したことや培った環境

技術を生かして国際貢献を続けていることなどを一連のストーリーとして発信

し、「公害のまち」から、「公害対策のモデル都市」へと都市イメージの転換を

図る役割も担った情報発信拠点として貴重な施設です。さらに、プラネタリウ

ムについては、世界最新鋭の設備として大いにアピールすることができます。 

今後も、四日市の歴史や文化、産業と環境、また宇宙や科学に関する総合的

な情報を発信する、本市のシンボル施設として、多くの人に学び、考え、楽し

んでいただけるよう努力してまいります。さらに、県内及び東海地方からの社

会見学や全国からの修学旅行を誘致して、未来を担う子ども達へのシティプロ

モーションにも取り組んでまいります。 

また、「四日市イコール公害のまち」というイメージが将来にわたって固定化

しないよう、全国の小中学校で使用されている社会科等の教科書において、公

害の発生や被害のみならず、その後の環境改善と産業の発展を両立させる取り

組みや現在の姿、あるいは環境技術を生かした国際貢献なども併記していただ

くよう、各教科書会社に対して要請活動も続けてまいりました。その結果、大

幅に記述を追加したり、１０ページにわたって四日市の特集を組んだりしてい

ただくなど、要請活動の具体的成果もあがってきております。地道な取り組み

ではありますが、都市イメージを転換することによって、将来に向けて、交流

人口や定住人口、そして、企業を呼び込むための効果的な戦略として、本年も

粘り強く、しっかり取り組んでまいります。 

 



6 

 

一方で、文化力もまた、本市の大きな魅力となりつつあります。 

平成２４年を「四日市の文化力元年」と宣言し、その目玉事業として「家族」

と「絆」をテーマにした「全国ファミリー音楽コンクール」をスタートさせま

したが、今年で５周年を迎えることになります。 

四日市の文化力を全国に発信し、四日市の都市イメージを大きく向上させる

という目的を持ってスタートした、本市にとって数少ない全国規模の事業です

が、回を重ねるたびに知名度も高まり、北は北海道から南は鹿児島県まで、全

国各地から多数の応募をいただけるようになりました。 

昨年１０月に開催した第４回のコンクールでは、過去最高の広がりとなる全

国２２都道府県、４９市町からの応募があり、当日は、市内外から１，４００

人を超える来場者を迎えることができました。 

こうした当日の盛り上がりもさることながら、出場者を全国公募する過程で、

産業都市として有名な本市が、ユニークな音楽コンクールを実施していること

を強力に情報発信できることで、本来の目的である都市イメージの向上に向け

て大きな効果があるものと確信しています。具体的には、全国の公立文化施設

や楽器店、ショッピングセンターなど２，０００を超える施設や、県内を含む

東海地域の主要駅でのポスター等の掲示を行うほか、テレビ・ラジオ・新聞・

音楽情報誌を含むメディアの活用など、多様な手段によって周知・広報活動に

努めています。  

そうした活動によって、コンクールに出場はしないものの、この文化事業を

目にし、耳にしている人は、全国の相当な数（過去の試算によれば、約２００

万人）にのぼることとなり、継続して開催することによって、本市独自の魅力

の創造と情報発信、シティプロモーションに大いに資するものと考えておりま

す。 

一方で、プレイベントやコンクールの出場者による演奏会など、全国に向け

た情報発信とともに、本市の市民の文化意識の高揚やこのコンクールへの出場、

参画を促す事業にも積極的に取り組んでまいります。こうした施策によって、
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音楽をはじめ、芸術・文化を愛するまちとしてのシティプロモーションにつな

げてまいります。 

 

 また、秋には、全国ファミリー音楽コンクールのほか、市民主体で開催され

る「四日市ジャズフェスティバル」や市が四日市市文化協会とともに開催する

「市民芸術文化祭行事」など、数々の文化行事が行われています。 

そこで、これらの文化行事について、今年から“秋の文化フェア”と銘打っ

て、互いの事業がさらに連携しながら一層の相乗効果があがるよう、関係団体

に働きかけ、盛り上げを図っていきたいと考えております。 

 さらに、今年は、この“秋の文化フェア”に合わせて、旧三浜小学校を活用

した、文化会館に続く市民文化の新たな拠点をオープンします。 

市民の芸術文化活動の練習や発表の場として、また、生涯学習の場として有

効に活用していただきたいと思っております。 

 

加えて、５年後の三重国体の開催に向け、中央緑地体育館・サッカー場・野

球場・テニスコートなど、ハイレベルなスポーツ施設を整備し、全国トップク

ラスの高校スポーツなどを生かしたアスリートの養成と併せて、四日市の魅力

の一つにしていきたいと考えています。 

 

また、中心市街地の活性化は、数十年来の本市の懸案課題となっております

が、都市の顔である中心市街地に新たな魅力を創出することも、地方創生の大

きな要素として位置づけております。 

最近では、近鉄四日市駅東においても、相次ぐ高層マンションの建設や企業

本社ビルの立地、市の補助制度を活用するスーパーサンシ前の再開発やふれあ

いモールのリニューアルなど、官民合わせた活性化の動きが活発化しています。 

今年は、この機を逃さず、中心市街地の活性化に向けて、その起爆剤となり

得る新しいプロジェクトを企画・立案したいと考えています。そのために、現
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在、中心市街地活性化推進方策検討会議を設置して、有識者や経験者、関係者

による検討を進めているところです。 

 この検討会議では、本市のシティプロモーションの拠点や市民交流拠点の整

備について、さらには、市民ニーズの高い図書館などの文化施設も視野にいれ

た活性化推進方策について、また、公有地や公共性の高い空間の活用、民間活

力の活用も視野に入れた施設整備や運営などについても議論をしていただいて

おります。市としては、この検討会議の検討結果もふまえ、中心市街地に賑わ

いを創出するプロジェクトについて、その方向を明確にしていきたいと考えて

おります。 

    

 一方で、住みやすいまちの魅力として、教育の充実も極めて重要な課題です。 

法改正によって、教育行政における市長の権限が強化されたのを受け、総合

教育会議の場での議論を積み重ね、昨年１１月に、本市の教育の方向性を示す

「四日市市教育大綱」を策定したところです。 

今後は、この大綱の中の教育を支える五つの理念をしっかりと踏まえ、社会

人になってからの問題解決能力の基礎となる学力を向上させること、そして、

豊かな人間性を育むことに重点的に取り組み、教育施策の一層の充実につなげ

てまいります。 

特に、本市の産業都市としての強みや多彩な地域資源を生かした教育を実践

することが、ふるさと四日市に愛着や誇りを持ち、将来、四日市で活躍する人

材を育むとともに、シティプロモーションにもつながるものと考え、重点的に

取り組んでいきたいと考えています。 

具体的には、優先的に取り組むべき内容についてのアクションプランを策定

し、大綱の理念がより実効性のあるものとなるよう取り組みを進めてまいりま

す。 

加えて、学習環境の充実や学校の施設整備も重要であることから、教室の空

調や電子教材などの整備も進め、子どもたちを取り巻く教育環境の充実にも努
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めてまいります。 

特に、最近の夏の猛暑対策として、普通教室への空調設備の設置について、

新年度の早い段階で方針をお示しした上で、整備手法などの具体的検討を進め、

整備構想の策定につなげたいと考えております。 

 以上のような取り組みを着実に積み重ね、近い将来、本市が「魅力ある教育

のまち」と評価されることを目指して、最善を尽くす所存です。 

    

 最後に、四日市版の観光施策について申し上げます。 

本市は、京都や奈良のような観光都市ではありませんが、コンビナートの工

場夜景やＢ１グランプリで入賞した四日市トンテキ、また歴史ロマンの香る久

留倍官衙遺跡など、新たな観光資源も生まれてきています。 

こうした新しい観光の魅力や、地場産業の特産品などを生かした四日市版の

観光施策を進めていくことも、地方創生の重要な要素だと考えています。 

本市では、平成２３年を「四日市の観光元年」として、魅力発信の視点も含

めた観光施策を推進してまいりましたが、一定の成果を上げてきています。 

 これまで、首都圏をはじめとする大都市圏で開催してきたイベント「四日市

ＳＴＹＬＥ」には、大勢の人々にご来場いただいておりますが、さらなる事業

の多角化や強化が必要と認識しております。 

また、昨年イタリアで開催されたミラノ万博では、大勢の来場者に対し、私

が直接、本市の魅力や特産品のプレゼンテーションを行ってきたところです。 

これからの時代は、地方自治体としても、グローバルな視点を持った情報発

信、シティプロモーションが非常に重要になってまいります。 

今年は、「伊勢志摩サミット」の開催にともない、本市にも多くの人が訪れる

ことが期待されており、このチャンスを生かし、世界の人々を「オール四日市」

でおもてなししながら、本市の魅力を最大限、アピールしたいと考えています。 

いずれにしても、観光資源の開発と情報発信は、本市のシティプロモーショ

ンを進める上で、欠かすことのできない重要な課題だと捉えております。 
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最後に、もう一つ申し上げたいのは、地域資源を磨き、様々な魅力を創造し

ながら本市のシティプロモーションを進めていく過程で、併行して、四日市の

代名詞となるようなシンボル的な魅力を創出していくこともまた、重要な戦略

となるということです。 

 

作詞家で放送作家の秋元康さんが、「記憶に残る幕の内弁当はない」と言って

います。 

この言葉の趣旨を要約すれば、「おかずの多さや見ばえでは幕の内弁当がいい

が、しかし後でどういう弁当だったか案外記憶に残らない。 

それよりも、特大のカツがどーんと入っているヒレカツ弁当の方が印象に残

っている」ということです。 

つまり、幕の内弁当は何でも入っているが、これと言った「売り」がないか

ら、ポイントが分散して記憶に残りにくい。 

しかし、ヒレカツ弁当は、ヒレカツというシンボル的な「売り」があるから

印象に残る。 

従って、何かを人にアピールする時、もしくは人に何かを伝えたい時には、「売

り」になる中心的なことに絞って表現することが大事だということのようです。 

確かにその通りで、本市が、全国的に今も色濃く残る「公害のまち」という

イメージを脱却するためには、それにとって替わる「四日市と言えば、これ！」

というオンリーワン、ナンバーワンの魅力を開発し、つまり、「魅力のシンボル

化」を行いつつ、重点的に情報発信していくことも必要だと考えております。 

 

以上、地方創生総合戦略におけるシティプロモーションを中心に私の考え方

を述べさせていただきましたが、いずれにしても、四日市独自の魅力の創造と

情報発信力こそが、本市の地方創生を成功させるための大きな鍵を握ると言っ

ても過言ではありません。 
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くしくも、本議会において上程をしております、「四日市市観光・シティプロ

モーション条例」は、市民の皆様に四日市の魅力をよく知ってもらい、郷土に

対する愛着や誇りを高めていただくとともに、総合的な住みやすさも含めた本

市の魅力を全国に効果的に発信することによって、都市イメージを向上させ、

交流人口・定住人口を増やし、もって、本市の持続的な発展に資することを目

的とするものです。 

だからこそ、この条例を実効あるものとし、本市が、産業と文化の調和した

まち、魅力と風格を備えた都市として一層の飛躍を果たしながら、名実ともに

「みんなが誇りを持てるまち」となるよう全力で取り組んでまいります。 

本年を「地方創生元年」と位置づけ、これまでの政策を強化し、進化させた

総合戦略に基づいて、新しいまちづくりにチャレンジするスタートの年にする

ことを強く決意しておりますので、どうか議員各位の格別のご理解とご支援を

賜りますようお願い申し上げます。 

 

それでは、議案第５８号から議案第７０号までの平成２８年度当初予

算議案についてご説明申し上げます。 

平成２８年度当初予算の編成にあたりましては、総合計画に掲げる目

指すべき都市像の実現に向けて、先に申し上げました地方創生総合戦略

並びに最終年度となる第２次推進計画を着実に推進していくための施策

に重点的に予算を配分しました。一方で、健全な財政運営、持続可能な

財政基盤の確立の視点から行財政運営を行っていくため、歳入の確保や

経常経費等の抑制に努めたところです。 

 

その結果、平成２８年度当初予算は、 

 

一般会計 １０８４億 ６０００万円 

特別会計  ８１７億 ３１４０万円 
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企業会計  ６１１億 ６０７２万円 

桜財産区       ４１７０万円 

総額   ２５１３億 ９３８２万円 

 

となりました。 

一般会計においては、前年度当初予算より９９億３０００万円、８．

４％の減となり、全会計では６６億１８２３万円、２．６％の減となっ

ております。但し、前年度当初予算には、平成２７年度に整備しました

四日市市クリーンセンターの整備事業費１１６億６５１２万円が含まれ

ており、この額を除きますと１７億３５１２万円、１．６％の増となっ

ております。 

次に、一般会計の歳入の主な概要についてご説明申し上げます。 

まず、市税ですが、平成２８年度は、法人市民税の減はあるものの、

固定資産税の償却資産で新規の設備投資による増収等が見込まれ、また、

個人市民税で所得の増により増収となることなどから、平成２８年度の

市税収入見込みは前年度当初予算に比べて２１億５６７０万円、３．６％

増の６２５億２２６０万円を計上しております。 

次に、地方譲与税については７０００万円、６．３％増の１１億８０

００万円を計上しております。また、交付金については、地方消費税交

付金が４億２９００万円の増収となることから、交付金全体で４億３７

００万円、６．８％増の６８億８０００万円を計上しております。 

地方交付税については、税収の増、合併特例の合併算定替の縮減によ

り、普通交付税、特別交付税あわせて６億７０００万円、３０．９％減

の１５億円を計上しております。 

繰入金については、国体関連のスポーツ施設整備等に都市基盤・公共

施設等整備基金繰入金を計上したほか、地方創生及び社会保障等の財源

として、財政調整基金繰入金を計上しておりますが、廃棄物処理施設整
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備基金繰入金が減少することから３億３７１２万円、１８．８％減の１

４億５５４９万円を計上しております。 

市債については、四日市市クリーンセンターの整備に係る借入が減少

するほか、臨時財政対策債の発行可能額が税収の増により抑えられたこ

となどから、全体として６１億２６２０万円、５６．３％減の４７億６

３９０万円を計上しております。 

次に歳出予算の特色について、少しご説明申し上げます。 

款別歳出については、教育費において、国体関連のスポーツ施設や笹

川中学校等の施設整備を進めるとともに、小中学校の普通教室の空調設

備整備に係る検討調査に着手することなどから、前年度予算に比べ、１

６．２％、１４億３８２０万円の増となっております。 

民生費においては、橋北交流会館に認定こども園及び児童館の整備を

進めるとともに民間保育所整備事業費の増などから、前年度予算に比べ、

６．７％、２５億２３７８万円の増加となっております。 

商工費においては、水素社会の構築に向けた公民連携促進事業をはじ

め、中小企業新規産業創出事業、女性起業家育成支援事業など、地域経

済の活性化に向けた新たな事業を盛り込んでおります。 

消防費においては、南部及び北部地域に新消防分署を設置するため、

（仮称）南部消防分署の庁舎建築工事並びに（仮称）北部消防分署の庁

舎建築設計及び造成工事に関する事業費を計上しております。 

その他、総務費においては、本市独自の取り組みとして、市民協働促

進条例の制定や市民協働促進計画の策定を踏まえ、その具体的な仕組み

を調査研究する事業費なども計上しております。 

次に、一般会計の主な性質別歳出を申し上げますと、まず義務的経費

については、前年度に比べて、人件費が、５億７６７４万円、３．４％

増となっております。また、扶助費が、生活保護費が減となるものの、

障害児通所事業費、地域型保育事業費などの増により、８億７３７６万
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円、３．８％の増となっております。 

一方、公債費が、定期償還分の減少などから、３億６４９８万円、３．

７％の減となっており、義務的経費全体では、１０億８５５２万円、２．

２％増の５０９億２１４５万円となっております。 

投資的経費については、補助事業が、四日市市クリーンセンター整備

事業費の減などにより８９億９４７９万円、６４．１％の減となってお

り、単独事業は、橋北交流会館整備事業費、国体関連のスポーツ施設整

備費を計上しておりますが、新消防指令センター整備事業費の減などに

より１８億８９００万円、１９．８％の減となりました。この結果、投

資的経費全体として１１０億４１７７万円、４６．１％減の１２８億８

４８６万円となっております。 

次に、特別会計については、８会計合わせた全特別会計の予算規模が

４億７１６万円、０．５％減の８１７億３１４０万円となっております。

少子高齢化や医療費の増加などにより、介護保険特別会計で２億９４０

０万円、後期高齢者医療特別会計で３億４２００万円の増となっている

ものの、競輪事業特別会計で５億３００万円の減となったことなどによ

り、全特別会計の予算規模が減となりました。 

最後に、財政健全化の視点から若干ご説明申し上げます。 

当初予算編成においては、基金を効果的に活用することや償還以上に

借り入れないように市債発行を抑制することによって、市債の平成２８

年度末の残高見込みについて、一般会計では、平成２７年度末見込みよ

り３９億１４１２万円減少して７０２億９２５７万円となり、特別会計

及び企業会計を含めた市全体の市債残高では、平成２７年度末見込みよ

り５５億８６１１万円減少して１８４４億９９７５万円となる見込みで

す。また、この市債残高の減少により、健全化判断比率のうち、本市が

県内市町平均を上回っている将来負担比率についても、その改善に資す

るものとなります。 
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以上、平成２８年度当初予算の概要を申し上げましたが、個別の事業

を網羅的に申し上げるのは割愛させていただきます。どうか、予算編成

の基本的な考え方についてご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

続きまして、平成２７年度補正予算の概要をご説明申し上げます。 

議案第７１号は、平成２７年度一般会計補正予算第７号案であります。 

補正の内容は、議員の報酬改定等並びに特別職及び職員の給与改定に

係る人件費の補正などであります。 

歳入歳出予算については、３億６２５６万円８千円の増額で、補正後

の予算額は、１２０９億８６３万円３千円となります。 

 

以下、歳出各款にわたり、その内容についてご説明申し上げます。 

第１款 議会費は人件費の減額補正であります。 

第２款 総務費、第３款 民生費、第４款 衛生費、第６款 農林水

産業費、第７款 商工費、第８款 土木費、第９款 消防費、第１０款 

教育費は、人件費の増額補正であります。 

 

なお、第３款 民生費については、職員の給与改定に伴う、国民健康

保険特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金の増額補正も併せて計

上しております。 

 

以上、歳出の概要をご説明申し上げましたが、歳入については、歳出

に関する特定財源を補正するほか、財政調整基金からの繰入金を計上し

て収支の均衡を図っております。 

 

議案第７２号から議案第７６号までは、特別会計の補正予算案であり、



16 

 

以下、その内容についてご説明申し上げます。 

議案第７２号は、平成２７年度競輪事業特別会計補正予算第２号案で

あります。 

議案第７３号は、平成２７年度国民健康保険特別会計補正予算第３号

案であります。 

議案第７４号は、平成２７年度食肉センター食肉市場特別会計補正予

算第２号案であります。 

議案第７５号は、平成２７年度土地区画整理事業特別会計補正予算第

１号案であります。 

議案第７６号は、平成２７年度介護保険特別会計補正予算第２号案で

あります。 

 

補正の内容は、いずれの特別会計においても職員の給与改定に係る人

件費の補正であります。 

 

続きまして、条例その他の議案等についてご説明申し上げます。 

議案第７７号から議案第７９号までについては、行政不服審査法の改

正に伴い、行政不服審査会の設置等、行政不服審査に係る手続等に関し、

必要な事項を定めるとともに、関係する条例の規定を整備しようとする

ものであります。 

議案第８０号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正については、人事院の勧告に準じ、議員の期末手当の支給月数

を引上げようとするものであります。 

議案第８１号 市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改

正については、人事院の勧告に準じ、市長及び副市長の期末手当の支給

月数を引上げようとするものであります。 

議案第８２号 職員給与条例等の一部改正については、人事院の勧告
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に準じ、給料表の改定、勤勉手当の支給月数の引上げ等を行おうとする

ものであります。 

議案第８３号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正

については、人事院の勧告に準じ、給料表の改定を行おうとするもので

あります。 

議案第８４号から議案第８６号までについては、地方公務員法等の一

部改正に伴い、関係する条例の規定を整備しようとするものであります。 

議案第８７号 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正については、行政不服審査会の設置等に伴い、関係する規定を整

備しようとするものであります。 

議案第８８号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の一部改正については、地方公務員災害補償法施行令の一部改

正に伴い、関係する規定を整備しようとするものであります。 

議案第８９号 職員賞じゅつ金条例の一部改正については、賞じゅつ

金授与の対象に教育長を追加しようとするものであります。 

議案第９０号 橋北交流施設条例の制定については、旧東橋北小学校

の一部を活用し、市民活動の場、各種講習の会場等に利用できる施設と

して、橋北交流施設を設置しようとするものであります。 

議案第９１号 三浜文化会館条例の制定については、旧三浜小学校を

活用し、芸術文化活動における練習・発表の場や、生涯学習の場として、

三浜文化会館を設置しようとするものであります。 

議案第９２号及び議案第９３号については、介護保険法の一部改正に

伴い、関係する条例の規定を整備しようとするものであります。 

議案第９４号 市立こども園条例の制定については、市立橋北こども

園の設置に伴い、関係する規定を整備しようとするものであります。 

議案第９５号 幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例の一部改正につ

いては、子ども・子育て支援制度における幼稚園保育料の見直しに伴い、
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関係する規定を整備しようとするものであります。 

議案第９６号 観光・シティプロモーション条例の制定については、

本市の観光推進とシティプロモーションに関し、基本理念等を定めよう

とするものであります。 

議案第９７号 建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部

改正については、駐車需要の状況を勘案し、駐車施設の附置義務を緩和

しようとするものであります。 

議案第９８号 建築審査会条例の一部改正については、建築基準法の

一部改正に伴い、建築審査会の委員の任期を条例で規定しようとするも

のであります。 

議案第９９号 建築基準法等関係手数料条例の一部改正については、

建築基準法施行令の一部改正等に伴い、審査手数料の追加等を行おうと

するものであります。 

議案第１００号 特別工業地区建築条例の一部改正については、建築

基準法の一部改正に伴い、関係する規定を整備しようとするものであり

ます。 

議案第１０１号 自転車等放置防止条例の一部改正については、放置

自転車等の撤去に際し、所有者等から徴収する費用の額を見直そうとす

るものであります。 

議案第１０２号 火災予防条例の一部改正については、対象火気設備

等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、関係する規定を整備しよ

うとするものであります。 

議案第１０３号及び議案第１０４号は、いずれも工事請負契約の締結

についてでありまして、旧東橋北小学校整備工事及び旧三浜小学校整備

工事について、請負契約を締結しようとするものであります。 

議案第１０５号 土地の交換に関する和解については、過去の土地交
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換契約に関連し、その処理方法等について相手方と和解しようとするも

のであります。 

議案第１０６号 市道路線の認定については、道路法に基づき、開発

行為によるときわ６１号線ほか９路線の認定を行おうとするものであり

ます。 

報告第１３号については、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づ

き、１７件の専決処分事項を報告するものであります。 

報告第１４号については、議決事件に該当しない契約についての報告

に関する条例に基づき、１件の契約を報告するものであります。 

 

以上が各議案及び報告の概要であります。 

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げま

す。 
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〔上下水道事業管理者説明〕 

 

議案第６７号 平成２８年度四日市市水道事業会計予算についてご説

明申し上げます。 

収益的収入の予算額は、８０億９３６７万円、収益的支出の予算額は、

６９億６４７６万円でございます。 

資本的収入の予算額は、７億３３６０万円、資本的支出の予算額は、

３６億４１９２万円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額、２

９億８３２万円につきましては、過年度分損益勘定留保資金、減債積立

金、当年度分損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額で補填いたします。 

平成２８年度の主要な事業といたしましては、「安全・安定給水」を

より確実なものにするため、第２期水道施設整備計画に基づき、大規模

地震に備えて、水管橋や配水池のほか基幹管路など基幹施設の耐震化を

積極的に推進するとともに、経年管の更新を計画的に進めてまいります。 

また、将来に向けて良質な水道水を安定的に供給しつづけるために、

朝明水源地に地下水からマンガンを除去する高度浄水処理施設を整備し

てまいります。あわせて、老朽化しつつある朝明水源系の取水井戸の更

新に着手します。 

今後も、健全経営を維持し、安全で良質な水道水の安定供給に努めて

いく所存であります。 

 

つづきまして、議案第６９号 平成２８年度四日市市下水道事業会計

予算についてご説明申し上げます。 

収益的収入の予算額は、１５０億９５７３万円、収益的支出の予算額

は、１４０億３８１０万円でございます。 

資本的収入の予算額は、７０億７０１万円、資本的支出の予算額は、
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１２７億２３１６万円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額、

５７億１６１５万円につきましては、過年度分損益勘定留保資金、減債

積立金、当年度分損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額で補填いたします。 

平成２８年度の主要な事業といたしましては、生活環境の向上及び川

や海などの公共用水域の水質保全を図るため、汚水対策事業として、平

成２７年度に見直しを行った四日市市生活排水処理施設整備計画に基づ

き、汚水管渠の整備を進めます。さらに重要幹線や既存施設の耐震化及

び長寿命化にも取り組んでまいります。 

一方、雨水対策事業として、「雨に強いまちづくり」を進める総合的

な治水対策の一環として、市街化区域の集中豪雨等による浸水防除を図

るため、浜田通り貯留管の整備に向けて測量調査設計を行うとともに、

引き続き、新南五味塚・吉崎のポンプ場整備を進めてまいります。また、

ポンプ場や水路、管渠などの経年施設の更新や重要施設の耐震化につき

ましても計画的に進めてまいります。 

今後も、健全経営を維持しながら、公共用水域の水質保全及び浸水被

害の防除に努めてまいります。 

以上が平成２８年度四日市市水道事業会計予算及び下水道事業会計予

算の概要であります。 
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〔病院事業管理者説明〕 

 

議案第６８号 平成２８年度市立四日市病院事業会計予算についてご

説明申し上げます。 

収益的収入の予算額は、２１０億７６５６万円、収益的支出の予算額

は、２１０億７４８７万円でございます。 

資本的収入の予算額は、１９億７１５３万円、資本的支出の予算額は、

２７億１７９１万円となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額、７億４６３８万円につきましては、過年度分損益勘定留保資金

並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填いたしま

す。 

平成２８年度の主要事業としましては、平成２９年４月の供用開始に

向け平成２７年度から着手している、高精度放射線治療棟の増築工事を

５月末に完成した後、１階部分に治療装置の設置と調整を行います。ま

た、２階部分には救急病棟を整備し、救命救急センター機能の充実・強

化を図ります。加えて、患者に安全、安心で高度な医療を提供するため、

血管造影Ｘ線診断装置、多用途透析用監視装置、内視鏡システムなどの

医療機器の整備を行います。 

平成２８年度は、４月に診療報酬のマイナス改定が見込まれるなど、

経営環境が厳しくなることが想定されますが、職員が一丸となり健全経

営の維持に向け、より一層努力してまいります。また、引き続き医師、

看護師、薬剤師等の医療従事者の確保に努め、がん治療をはじめとする

高度医療、急性期医療に取り組むとともに、チーム医療の推進に努めて

まいります。 

さらに、地域の医療機関との情報共有による連携強化を行うなど、診

療機能の充実、良質な医療の提供に取り組み、北勢地域の中核病院とし

て、地域住民、患者の皆様に信頼される病院であり続けるよう努力して
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まいります。 

以上が、平成２８年度市立四日市病院事業会計予算の概要であります。 


